
○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
六
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
ロ
中
「
を
い
う
。
」
と
あ
る
の
は
「
を

い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、
「
修
了
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
修
了
し
た
者
又
は
小
学
校
の
教
諭
若
し
く

は
養
護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
教
育
及
び
保
育
に
関
す
る
知
識
、
経
験
等
を
有
す
る
者
と
し
て
市
町
村

長
が
認
め
る
も
の
」
と
、
「
半
数
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
一
」
と
す
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


